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詳
細
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
試

験
案
内
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
一
次
試
験
日　
９
月
７
日
㈰

●
試
験
場
所　
市
役
所

●
申
込
方
法

▽
電
子
申
請　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申

請
ペ
ー
ジ
へ
ア
ク
セ
ス

ID
３
２
９
３
２

●
申
込
期
限　
８
月
25
日
㈪
17
時
ま
で

●
試
験
案
内
配
付
場
所　
市
役
所（
総
合

案
内
・
人
事
課
）、各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
な
ど
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。郵
送
に
よ
る
請
求

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
問
人
事
課

筑
紫
野
市
職し

ょ
く

員い
ん

採さ
い

用よ
う

試し

験け
ん（

保ほ

育い
く

士し

）

　
令
和
６
年
に
定
額
減
税（
所
得
税
３
万
円
、

住
民
税
１
万
円
）が
行
わ
れ
、定
額
減
税
し
き

れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人
に
対
し
定
額
減
税

補
足
給
付
金（
調
整
給
付
）を
支
給
し
ま
し

た
。

　

令
和
６
年
中
の
所
得
お
よ
び
定
額
減
税

額
が
確
定
し
、定
額
減
税
し
き
れ
な
か
っ
た

額
が
調
整
給
付
の
額
を
上
回
る
場
合
、そ
の

不
足
額
を「
不
足
額
給
付
」と
し
て
支
給
し
ま

す
。

【
不
足
額
給
付
Ⅰ
】

対
令
和
６
年
に
実
施
し
た
定
額
減
税
額
と
調

整
給
付
と
の
合
計
額
が
定
額
減
税
可
能
額

（
定
額
減
税
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
上
限
額
）に
満
た
な
い
人

●
支
給
額　
定
額
減
税
し
き
れ
な
か
っ
た
額

か
ら
調
整
給
付
金
額
を
引
い
た
額

【
不
足
額
給
付
Ⅱ
】

対
次
の
①
～
③
の
全
て
を
満
た
す
人

①
令
和
６
年
分
所
得
税
と
令
和
６
年
度
住
民

税
所
得
割
の
定
額
減
税
前
の
税
額
が
０
円

で
、本
人
と
し
て
定
額
減
税
の
対
象
外
だ
っ

た
人

②
税
制
度
上
、扶
養
親
族
に
該
当
せ
ず
、扶
養

親
族
等
と
し
て
定
額
減
税
の
対
象
外
だ
っ
た

人③
低
所
得
世
帯
向
け
給
付
の
世
帯
主
や
世
帯

員
に
該
当
し
な
い
人

●
支
給
額　
１
人
あ
た
り
１
～
４
万
円

【
支
給
方
法
】

●
手
続
き
が
不
要
な
人

対
不
足
額
給
付
Ⅰ
に
該
当
し
、公
金
受
取
口

座
の
登
録
が
あ
る
人
ま
た
は
、調
整
給
付
金

を
本
人
口
座
で
受
け
取
っ
た
人

　
「
定
額
減
税
補
足
給
付
金（
不
足
額
給
付
）

支
給
の
お
知
ら
せ
」を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
、

お
知
ら
せ
に
記
載
し
た
口
座
に
振
り
込
み
ま

す
。

●
手
続
き
が
必
要
な
人

▽
定
額
減
税
補
足
給
付
金（
不
足
額
給
付
）支

給
確
認
書
が
届
い
た
人

　

記
載
内
容
を
確
認
し
、必
要
事
項
を
記
入

し
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
８
月
下
旬
ま
で
に
定
額
減
税
補
足
給
付
金

（
不
足
額
給
付
）支
給
確
認
書
が
届
か
な
い
人

　

申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

締
10
月
31
日
㈮
ま
で

ID
４
３
４
５
７

問
筑
紫
野
市
定
額
減
税
補
足
給
付
金（
不
足

額
給
付
）コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎︎（
９
２
３
）８
７
７
０（
平
日
８
時
30
分
～

17
時
）

定て
い

額が
く

減げ
ん

税ぜ
い

補ほ

足そ
く

給き
ゅ
う

付ふ

金き
ん（
不ふ

足そ
く

額が
く

給き
ゅ
う

付ふ

）を

支し

給き
ゅ
う

し
ま
す

●試験区分・採用予定人数・受験資格

試験区分 採用予定
人数 採用日 受験資格

保育士 ２人程度 令和７年12月１日

昭和59年４月２日以降に生ま
れた人で、保育士資格を有する
人または令和７年11月30日ま
でに資格を取得見込みの人

※地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎(923)1111 にお願いします。広報ちくしの 令和7年8月号9
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　道路陥没や水路・側溝の詰まり、道路法面が崩れているなどの異常を発見した場合、市に通
報をお願いします。
　また、市のLINE公式アカウントでは、市役所の開庁時間外でも通報ができ、該当場所の説明
も簡単にできます。

道路の損傷などの情報提供にご協力ください

【
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
損
傷
箇
所
の
通
報
の
手
順
】

①
市
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
と
も
だ

ち
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

②
基
本
メ
ニ
ュ
ー
画
面
で「
損
傷
箇
所
の
通
報
」

を
選
び
ま
す
。

�

③
シ
ス
テ
ム
の
問
い
に
答
え
な
が
ら
、写
真
や

位
置
情
報
を
送
信
し
ま
す
。

　

住
み
良
い
地
域
づ
く
り
の
た
め
、適
切

な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
私
有
地
の
草
木
の
適
正
な
管
理
を

　

道
路
に
は
み
出
し
た
草
木
は
、通
行
の

妨
げ
や
、交
通
事
故
の
原
因
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
私
有
地
か
ら
道
路
に
は
み
出
て
い
る
草

木
は
土
地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
り
、緊

急
時
を
除
き
、市
で
剪
定（
せ
ん
て
い
）や

伐
採
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、そ
れ
ら

の
草
木
が
原
因
で
事
故
な
ど
が
発
生
し
た

と
き
は
、所
有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

安
全
に
道
路
を
利
用
で
き
る
よ
う
、所

有
者
で
剪
定（
せ
ん
て
い
）や
伐
採
な
ど
適

切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
道
路
上
に
段
差
解
消
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
は

設
置
し
な
い
で
く
だ
さ
い

　
道
路
上
に
敷
地
と
の
段
差
解
消
の
た
め

に
ブ
ロ
ッ
ク
や
鉄
板
、樹
脂
製
の
ス
テ
ッ

プ
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。側
溝
の
蓋
の
上
も
道
路

で
す
。

　

段
差
解
消
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
に
よ
り
、歩

行
者
や
自
転
車
、バ
イ
ク
の
転
倒
事
故
が

発
生
す
る
危
険
性
が
あ
り
、設
置
し
た
人

に
事
故
の
責
任
が
お
よ
ぶ
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、雨
天
時
な
ど
に
道
路
上
の
水
の

流
れ
を
妨
げ
、水
た
ま
り
が
発
生
し
、近
隣

に
迷
惑
を
か
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
道
路
に
面
し
た
敷
地
へ
の
段
差
解
消
の

手
段
と
し
て
、切
り
下
げ
工
事
な
ど
を
自

費
で
行
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
管
理
保
全
課�

管
理
担
当

道ど
う

路ろ

管か
ん

理り

に
ご
協き

ょ
う

力り
ょ
く

く
だ
さ
い
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